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●パブリックコメント実施報告 

 

 

パブリックコメントによる意見は 2件応募がございました。 

その内 1 件は匿名での応募でしたので、直方市パブリック・コメント手続要

綱第 6条第 3項の規定によりパブリックコメントによる意見としての受付は行

いませんが、貴重なご意見として今後の福祉施策の参考とさせていただきます。 

 

パブリックコメントによる意見の概要及び市の対応につきましては計画素案

4ページに掲載しております。 

 

【参考】直方市パブリック・コメント手続要綱第 6条第 3項 

意見等の提出を行おうとする市民等は住所、氏名（法人その他の団体にあって

は、所在地、名称及び代表者）その他実施機関が定める事項を明記しなければな

らない。 

 

 


